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緊急事態宣言の中で学校生活が始まって半月が経ちました。以前

にも増して制約の多い学校生活を子どもたちはがんばってくれてい

ます。昨年度よりも感染状況は深刻ですし、デルタ株による子ども

たちへの感染の恐れは相変わらずありますが、保護者の皆様の万一に備えた慎重な判断や感染防止

対策のための様々なご協力のおかげで、本校をはじめ、市内・県内でも心配された学校でのクラス

ターで感染が広がっていく状況にはなっていません。

以前から申し上げているとおり、どのような状況

であっても「できることを、できる範囲・できるや

り方で精一杯やる」方針に変わりはありません。

９月末までに感染状況が落ち着きを見せ、１０月～

１１月にかけての行事については、十分な感染対策のも

とでの実施が可能ではないかと考えており、準備を進めています。勿論、直前の状況判断が必要な

事態も想定していますが、専門家の間では「第６波」の可能性も指摘されているところから、簡単

に「延期」という判断もできないため、臨機応変に対応することも必要だと考えています。

検索 湖南市立三雲小学校ホームページにカラー版を掲載中。
http://www.edu-konan.jp/mikumo-el/

９月15日（水）に地震を想定した避難訓練
を実施しました。全校児童を集めることは極力
控えていますが、屋外でもあり、必要な内容で
あると判断しました。
休み時間に緊急放送が入る形で、一人ひとり

の判断と行動を訓練しました。事前学習もあり、
訓練後も自分たちで防災関連の冊子を読む児童
もいて、学ぶ姿勢に感心しました。

感染防止の面からも有
効な対策になっています。
並び方については、まだ
まだ指導が必要なところ
がありますが、交通安全
との両面からねばり強く
指導を続けています。

ボランティアさんが育ててく
ださっているカボチャが大きな
実をつけました。正面玄関に飾
ってあります。来校された際に
は是非ご覧ください。ホッコリ
癒やされます。

地震を想定した避難訓練

ダブレットの活用も少しずつ進んできています

1列に並んで分団登下校

今年度初めに配付されたタッブレット端末。少しず
つではありますが、様々な場面での活用が広がってき
ています。
写真は、３年生の国語の

学習と２年生の視力検査の
一場面です。今後も活用方
法について研究を進めて
いきたいと思います。

ジャンボカボチャが獲れました

□運動会 10月９日（土）→10月22日（金）

□４年生校外学習 ９月17日（金）→12月１日（水）

□５年生 ９月27日（月）→11月22日（月）フローティングスクール

□１年生校外学習 10月22日（金）→10月11日（月）
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先日の市の校長会で、湖南市でもオンライン学習に向けての準備が整った

との連絡があり、市内の学校で一斉にオンライン学習を可能とするための準

備に入ることになりました。これは、インターネットを使ってご家庭と学校

等をつないで学習できるようにしようとするものです。今、コロナ禍の報道

等でオンライン学習について見聞きされる機会も多くあるかと思いますが、

「本市としてすぐにオンライン学習を実施する」ということではなく、

「いざというときの準備をしておく」ということです。

もともと国のGIGAスクール構想があり、これは５年ほどかけてタブレット端末

を使った教育を進めていこうとするものでした。子どもたちが大人になったと

き、ある程度タブレット端末のような機器を使いこなすことができないと、社会

生活に支障を来すような社会になることは容易に想像できます。今年度使い始め

たタブレット端末は、やがて鉛筆や消すゴムのような「文房具」の一つになって

いくでしょう。本来こうした新しい仕組みを時間をかけて、丁寧に導入する予定

でした。それが、コロナ禍の中で早急に導入されることとなったわけです。

ですから、今回の準備も丁寧に進めていく必要があると考えています。一方で、万が一の事態に

備えることは必要ですし、この仕組みを活用した学習保障も可能性を持っています。初めての仕組

み作りでもあり、準備の中で出てくる不具合を一つひとつ解決しながら進めることになるかもしれ

ませんが、子どもたちにとって「いい仕組みができた」となるよう、各ご家庭のご協力をお願いし

ます。

○１０月はじめに、学校で使っているタブレットを一度持ち帰ってもらいます。本日配付した「学習者用端

末機（iPad）の持ち帰りについて」という文書は、持ち帰りを可能にするためのものです。持ち帰ったタ

ブレットを使いながら、子どもたちと学校でどんなことをしているのか、お話をしてみてください。

○その際に、インターネットがつながる環境のあるご家庭では、一度ちゃんとつながるか、試してもらう予

定です。詳しい手順等は、持ち帰る際にお知らせします。

○同時に、インターネットがつながる環境がないご家庭がいざというときにタブレットを使うことができる

ための準備をします。本日配付した「学習者用端末機（iPad）の持ち帰りに係るモバイルWi-Fiルータの貸

出について」という文書はそのためのものです。

★タブレットがWi-Fi（ワイファイ）ルータ
とつながることで、プロバイダー（イン
ターネット接続業者）を通してインター
ネットとつながります。

★インターネットを通して、学校にいる先生と話ができたり、
AIドリルを家庭で使ったりできるようになります。

低学年用の

タブレット端末

中・高学年用の

タブレット端末


